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第
７
回
浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市

合
併
協
議
会
を
開
催
し
、
さ
い
た
ま
市

長
職
務
執
行
者
に
関
す
る
協
議
結
果
報

告
や
、
合
併
協
議
会
の
廃
止
等
に
つ
い

て
協
議
し
ま
し
た
。

さ
い
た
ま
市
長
職
務
執
行
者
の

協
議
結
果
を
報
告

合
体
（
新
設
）
合
併
の
場
合
、
合
併

関
係
市
の
市
長
は
合
併
の
前
日
限
り
で

失
職
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
新
市
の

市
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の

職
務
を
行
う
職
務
執
行
者
を
合
併
関
係

市
の
市
長
の
中
か
ら
、
そ
の
協
議
に
よ

り
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

い
た
ま
市
の
市
長
職
務
執
行
者
に
つ
い

て
は
、
３
市
市
長
の
協
議
の
結
果
、
与

野
市
の
井
原
勇
市
長
が
「
さ
い
た
ま
市

長
職
務
執
行
者
」
に
決
定
さ
れ
た
と
の

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

第
４
小
委
員
会
か
ら
の
報
告

大
宮
市
及
び
与
野
市
の
現
庁
舎
の

活
用
方
法
に
つ
い
て

（
平
成
12
年
９
月
22
日
第
５
回
委

員
会
、
同
年
10
月
10
日
第
６
回
委

員
会
）

大
宮
市
及
び
与
野
市
の
現
庁
舎
の
活

用
方
法
に
つ
い
て
第
４
小
委
員
会
の
合

意
事
項
と
し
て
次
の
と
お
り
合
意
し
ま

し
た
。

【
大
宮
市
及
び
与
野
市
の
現
庁
舎
の
活

用
方
法
に
つ
い
て
】

１．

新
市
の
管
理
機
能
は
、
浦
和
市
の

本
庁
舎
に
一
元
化
す
る
。

２．

総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
及
び
他
の
執

行
機
関
の
窓
口
機
能
と
し
て
活
用

す
る
も
の
と
し
、
内
線
電
話
機
能

等
で
各
総
合
行
政
セ
ン
タ
ー
と
本

庁
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
を
充
実

す
る
。

３．

公
社
、
事
業
団
等
の
本
部
ま
た
は

支
部
機
能
等
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
を
検
討
す
る
。

４．

新
市
の
市
庁
舎
の
位
置
及
び
あ
り

方
に
つ
い
て
、
新
市
成
立
後
、
議

会
と
し
て
検
討
す
る
た
め
の
委
員

会
を
設
置
す
る
。

政
令
指
定
都
市
へ
の
移
行
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
（
想
定
案
）
に
つ
い
て

（
平
成
12
年
11
月
25
日
第
７
回
委

員
会
）

合
併
後
２
年
以
内
に
政
令
指
令
都
市

を
実
現
す
る
と
し
た
場
合
の
「
政
令
指

定
都
市
へ
の
移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
想

定
案
）」
を
正
副
委
員
長
案
と
し
て
提

案
し
、
小
委
員
会
と
し
て
基
本
的
に
了

承
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
想
定
案
の

協
議
に
よ
り
「
政
令
指
令
都
市
へ
の
移

行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
想
定
案
）」
の
平

成
13
年
６
月
、
７
月
の
部
分
に
上
尾
市
、

伊
奈
町
へ
の
「
意
向
確
認
」
と
い
う
項

目
を
入
れ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

将
来
の
行
政
区
の
区
割
り
に
関
す

る
方
針
に
つ
い
て

（
平
成
12
年
12
月
19
日
第
８
回
委

員
会
、
平
成
13
年
１
月
27
日
第

９
回
委
員
会
、
同
年
２
月
９
日

第
10
回
委
員
会
）

将
来
の
行
政
区
の
区
割
り
に
つ
い
て

は
、
政
令
指
定
都
市
移
行
に
向
け
新
市

成
立
前
の
３
市
に
お
い
て
事
前
に
意
見

調
整
を
す
べ
く
協
議
を
行
い
次
の
と
お

り
合
意
し
ま
し
た
。

（1）
「
行
政
区
の
数
」
に
つ
い
て

（
一
部
省
略
）

・
浦
和
市
域
を
Ｈ
型
に
４
区
分
す
る
。

・
大
宮
市
域
を
Ｈ
型
に
４
区
分
す
る
。

・
与
野
市
域
は
現
市
域
を
基
本
と
し
て

１
区
に
区
分
す
る
。

（2）「
区
の
区
域
の
範
囲
」
な
ど
に
つ
い
て

（
一
部
省
略
）

【
「
さ
い
た
ま
新
都
心
区
域
」
の
取
扱

い
に
つ
い
て
】

さ
い
た
ま
新
都
心
区
域
の
う
ち
、
県

の
さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
や
国

の
広
域
合
同
庁
舎
、
郵
政
庁
舎
な
ど
の

立
地
す
る
地
区
の
中
が
行
政
区
の
区
割

り
に
お
い
て
分
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
取
り
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
合
併
促
進

決
議
、
行
政
面
積
な
ど
を
勘
案
し
た
場

合
、
旧
与
野
市
を
基
本
と
す
る
行
政
区

に
帰
属
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
意

見
が
あ
っ
た
こ
と
も
配
慮
す
べ
き
で
あ

る
。さ

い
た
ま
新
都
心
を
中
心
と
す
る
都

市
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
大
宮
駅
と
の

連
携
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
、
新
市

に
お
い
て
そ
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
す

る
。

【
そ
の
他
各
市
の
市
境
の
取
扱
い
に
つ
い
て
】

政
令
指
定
都
市
の
行
政
区
は
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
地
域
的
単
位
と
し

て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ま
と
ま
り

や
市
民
の
利
便
性
等
を
考
慮
し
設
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
３

市
の
区
境
の
地
域
に
つ
い
て
は
、地
域
の

一
体
性
に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上
の
協
議
結
果
が
、
協
議
会
に
報

告
さ
れ
、
協
議
会
の
決
定
事
項
と
し
て

新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
ま
し
た
。

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合

併
協
議
会
の
廃
止
に
つ
い
て

浦
和
市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協

議
会
は
、
昨
年
４
月
29
日
に
発
足
以
来
、

７
回
の
協
議
会
を
開
催
し
、
25
項
目
に

わ
た
る
合
併
協
定
項
目
に
関
す
る
協
議

や
新
市
建
設
計
画
の
作
成
な
ど
を
協

議
・
決
定
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
協
議
結
果
は
、
昨
年
の
９

月
５
日
に
合
併
協
定
書
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
、
そ
の
後
の
３
市
議
会
に
お
け
る

廃
置
分
合
の
議
決
、
埼
玉
県
議
会
で
の

議
決
を
経
て
、
去
る
１
月
12
日
に
は

「
浦
和
市
、
大
宮
市
、
与
野
市
を
廃
し
、

平
成
13
年
５
月
１
日
か
ら
さ
い
た
ま
市

を
設
置
す
る
。」
と
の
知
事
決
定
が
な
さ

れ
、
そ
の
後
１
月
25
日
に
知
事
か
ら
届

出
の
あ
っ
た
旨
の
総
務
大
臣
告
示
（
平

成
13
年
総
務
省
告
示
第
18
号
）
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
浦
和
市
・
大
宮
市
・
与

野
市
合
併
協
議
会
は
、
そ
の
設
置
目
的

を
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
は
、

３
市
そ
れ
ぞ
れ
、
２
月
招
集
の
定
例
市

議
会
に
お
い
て
合
併
協
議
会
の
廃
止
議

案
を
議
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
浦
和

市
・
大
宮
市
・
与
野
市
合
併
協
議
会
を
、

平
成
13
年
４
月
30
日
限
り
で
廃
止
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

予
算合

併
協
議
会
の
平
成
13
年
度
予
算

（
４
月
分
）
は
、
合
併
協
議
会
の
審
議
経

過
の
ま
と
め
に
関
す
る
こ
と
や
事
務
局

の
運
営
費
等
に
充
て
る
た
め
の
も
の
で
、

８
４
０
万
円
を
計
上
し
、
３
市
が
均
等

に
２
８
０
万
円
ず
つ
負
担
し
ま
す
。
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